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InformationInformation

那覇市公式
Facebook

紙スマホなどで見られる広報

iphone、ipadの場合 Androidの場合

お
知
ら
せ

平
成
29
年
度
市
民
税
・
県
民
税
兼
国
民
健
康

保
険
税
の
申
告
会
場
が
変
わ
り
ま
し
た

【
変
更
前
】那
覇
市
民
会
館

【
変
更
後
】タ
イ
ム
ス
ビ
ル（
久
茂
地
）２
階
タ
イ

ム
ス
ギ
ャ
ラ
リ
ー
、
３
階
タ
イ
ム
ス
ホ
ー
ル

 

■日
３
月
15
日（
水
）ま
で 

平
日
９
時
～
16
時
受
付

※
３
月
５
日（
日
）の
み
休
日
も
受
け
付
け
ま
す
。

※
申
告
会
場（
タ
イ
ム
ス
ビ
ル
）に
は
、
専
用
駐

車
場
が
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
公
共
交
通
機
関
を

ご
利
用
く
だ
さ
い
。
な
お
、
車
で
お
越
し
に
な

る
場
合
は
、
各
自
で
近
隣
の
民
間
有
料
駐
車
場

を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

※
申
告
の
た
め
の
市
役
所
本
庁
舎
地
下
駐
車
場

の
ご
利
用
は
で
き
ま
せ
ん
の
で
ご
注
意
く
だ

さ
い
。

※
平
成
28
年
10
月
13
日（
木
）か
ら
那
覇
市
民
会

館
は
休
館
し
て
い
ま
す
。

 
■問
市
民
税
課
☎
８
６
１
・
３
３
２
８

N
T
T
電
話
帳
と
市
民
便
利
帳
の
合
冊
版
、

別
冊「
防
災
タ
ウ
ン
ペ
ー
ジ
」配
布

「
タ
ウ
ン
ペ
ー
ジ
」と「
那
覇
市
民
便
利
帳
」の
合

冊
版
、避
難
所
や
公
衆
電
話
マ
ッ
プ
を
掲
載
し
た

別
冊「
防
災
タ
ウ
ン
ペ
ー
ジ
」を
、２
月
に
市
内
の

世
帯
、事
業
所
へ
お
届
け
し
ま
し
た
。ま
だ
届
い

て
い
な
い
方
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

 

■問
タ
ウ
ン
ペ
ー
ジ
セ
ン
タ（
平
日
９
時
～
17
時
）

☎
０
１
２
０
・
５
０
６
３
０
９

《
臨
時
窓
口
開
設
》ハ
イ
サ
イ
市
民
課
・
学
務
課

■
開
設
日
時
＝
３
月
25
日（
土
）・
26
日（
日
）、

４
月
１
日（
土
）・
２
日（
日
） 

９
時
～
17
時

■
取
扱
い
業
務

ハ
イ
サ
イ
市
民
課
　
①
住
民
票
の
写
し
、
印
鑑

登
録
証
明
書
、
戸
籍
等
証
明
な
ど
の
交
付
②
住

民
異
動
届(

転
入
出
・
転
居
な
ど
）、
そ
れ
に
伴

う
国
民
健
康
保
険
・
国
民
年
金
加
入
・
喪
失
に

関
す
る
届
け
出
③
印
鑑
登
録
④
出
生
、
婚
姻
届

な
ど
の
戸
籍
に
関
す
る
届
け
出
　

※
住
基
ネ
ッ
ト
を
介
す
る
業
務
等
や
他
市
町
村

に
確
認
が
必
要
な
業
務
は
一
部
取
扱
い
で
き
な

い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

●
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に「
窓
口
混
雑
予
想
カ
レ
ン

ダ
ー（
３
月
～
５
月
分
）」を
掲
載
し
て
い
ま
す
。

●
利
用
者
証
明
用
電
子
証
明
書
を
格
納
し
た
マ
イ

ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
お
持
ち
の
方
は
、コ
ン
ビ
ニ

で
証
明
書
交
付
サ
ー
ビ
ス
が
ご
利
用
で
き
ま
す
。

学
務
課
　
①
新
入
学
手
続
き
②
指
定
校
変
更
手

続
き
③
転
校
に
関
す
る
手
続
き
等

■
必
要
書
類
＝
本
人
確
認
書
類(

運
転
免
許
証
な

ど)

・
印
鑑(

ハ
イ
サ
イ
市
民
課
は
来
庁
さ
れ
る

方
の
印
鑑
、
学
務
課
は
保
護
者
の
方
の
印
鑑)

※
代
理
人
の
場
合
は
委
任
状
が
必
要
で
す
。

 

■問
ハ
イ
サ
イ
市
民
課
☎
８
６
２
・
３
２
７
４

学
務
課
☎
９
１
７
・
３
５
０
５

《
臨
時
窓
口
開
設
》国
民
健
康
保
険
課

平
日
の
来
課
が
困
難
な
方
に
向
け
て
、
次
の
期

日
で
土
日
臨
時
窓
口
を
開
設
し
ま
す
。

■
開
設
日
時
＝
３
月
25
日（
土
）・
26
日（
日
）、

４
月
１
日（
土
）・
２
日（
日
）９
時
～
17
時

■
取
扱
業
務
＝
国
民
健
康
保
険
の
加
入
・
喪
失

手
続
き
と
そ
れ
に
伴
う
保
険
税
相
談

■
必
要
書
類
＝【
加
入
手
続
き
】社
会
保
険
資
格

喪
失
証
明
書
、
加
入
者
の
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の
わ

か
る
も
の
。
届
出
人
の
身
分
証
・
印
鑑

【
喪
失
手
続
き
】社
会
保
険
証
、
国
民
健
康
保
険

証
。
届
出
人
の
身
分
証
・
印
鑑

※
代
理
手
続
等
に
つ
い
て
は
国
民
健
康
保
険
課

ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

 

■問
国
民
健
康
保
険
課
☎
８
６
２
・
４
２
６
２

保
管
期
限
を
過
ぎ
た
通
知
カ
ー
ド
は
廃
棄
し

ま
す
！
早
め
の
受
け
取
り
を
お
願
い
し
ま
す

配
達
時
に
不
在
だ
っ
た
場
合
な
ど
で
郵
便
局
の

保
管
期
間
を
経
過
し
た
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
通
知

カ
ー
ド
は
、
順
次
那
覇
市
役
所
に
返
戻
さ
れ
て

い
ま
す
。

 

一
昨
年
の
平
成
27
年
12
月
31
日
ま
で
に
返
戻
さ

れ
た
通
知
カ
ー
ド
の
窓
口
交
付
お
よ
び
保
管
期

限
は
平
成
29
年
３
月
31
日
ま
で
で
す
。保
管
期
限

を
過
ぎ
た
通
知
カ
ー
ド
は
廃
棄
し
ま
す
の
で
、早

め
の
受
け
取
り
を
お
願
い
し
ま
す
。※
郵
送
不
可 

※
廃
棄
後
に
通
知
カ
ー
ド
を
再
申
請
し
取
得
す

る
場
合
は
、
５
０
０
円
の
手
数
料
が
か
か
り
、

受
け
取
り
ま
で
３
週
間
か
ら
１
か
月
程
度
か
か

る
見
込
み
で
す
。

【
受
付
場
所
】ハ
イ
サ
イ
市
民
課（
本
庁
１
階
）５

番
窓
口
ま
で
お
越
し
く
だ
さ
い
。

※
各
支
所
、
銘
苅
証
明
発
行
セ
ン
タ
ー
で
は
受

付
け
で
き
ま
せ
ん
。

【
受
付
時
間
】平
日（
月
～
金
）９
時
～
17
時 

※
土
日
、
祝
日
は
受
け
付
け
て
い
ま
せ
ん
が
、

３
月
25
日（
土
）・
26
日（
日
）は
、
９
時
～
17
時

ま
で
窓
口
を
臨
時
開
設
し
ま
す
。

必
要
書
類
な
ど
詳
し
く
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。

 

■問
ハ
イ
サ
イ
市
民
課
☎
８
６
２
・
３
２
７
４

沖縄銀行●
本店　

●パレット久茂地

●琉球
　銀行　

タイムスビル住所
那覇市久茂地2-2-2

ゆいレール
県庁前駅

至浦添

タイムス
ビル

58号線

※申告会場出入口
　（中央出入口）

至糸満

久
茂
地
交
差
点

ぬがーらさんど電話詐欺！
こんな言葉は、詐欺です。
「還付金があります。
ATMへ行ってください。」
ATMで還付金の手続きはできませ
ん。番号非通知の電話は注意してく
ださい。
「レターパックで
現金を送ってください。」
宅配便や小包で現金は送れません。
法律により、現金は現金書留でしか
送ることができません。
「使用料が未納です。
民事訴訟に移行します。」
覚えのない使用料を払う必要はあり
ません。相手の指定する番号に連絡
しないでください。
被害防止対策
●知らない人や顔の見えない相手と
お金の話はダメ！
●不審な電話は、最寄りの警察署ま
たは警察安全相談＃9110へ相談。
●非通知でかかってくる不審な電話
を防ぐため、携帯電話の機能で非通
知着信拒否の設定をしましょう。

那覇警察署☎836-0110
警察安全相談☎＃9110

!

　市
で
は
、
防
災
、
環
境
衛
生
、
景
観
等
の

面
で
地
域
住
民
の
生
活
環
境
に
深
刻
な
影
響

を
及
ぼ
し
て
い
る
空
家
等
に
つ
い
て
、
適
切

な
管
理
お
よ
び
対
策
を
推
進
し
、
安
全
・
安

心
な
ま
ち
づ
く
り
の
実
現
を
目
指
し
ま
す
。

４
月
１
日
か
ら「
那
覇
市
空
家
等
の

適
切
な
管
理
及
び
対
策
の
推
進
に

関
す
る
条
例
」を
施
行
し
ま
す
！

　（3月まで） 市民防災室 ☎861-1102
　（4月以降） 市民生活安全課 ☎862-9955

　
本
条
例
で
は
、
空
家
等
に
関
す
る
対
策
を
市

と
市
民
等
と
の
協
働
に
よ
り
推
進
す
る
基
本
理

念
を
掲
げ
、
市
の
責
務
と
所
有
者
等
の
責
務
、

市
民
等
の
役
割
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、

今
後
策
定
を
予
定
し
て
い
る「
空
家
等
対
策
計

画
」に
お
い
て
、
対
策
の
実
施
に
関
し
必
要
な
事

項
を
具
体
的
に
定
め
、
空
家
等
に
関
す
る
対
策

を
総
合
的
か
つ
計
画
的
に
実
施
し
ま
す
。

　
そ
の
他
、「
緊
急
安
全
措
置
」に
関
す
る
条
項

を
定
め
、
例
え
ば
台
風
襲
来
時
に
空
家
等
か
ら

の
飛
散
物
や
倒
壊
等
に
よ
り
近
隣
住
民
に
差
し

迫
っ
た
危
険
が
あ
る
場
合
に
、
そ
れ
を
予
防
し
、

ま
た
は
拡
大
を
防
ぐ
た
め
に
必
要
最
小
限
度
の

緊
急
安
全
措
置
を
講
ず
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と

と
し
て
い
ま
す
。

　
所
有
者
ま
た
は
管
理
者
は
、
所
有
の
空
家
等

が
周
辺
の
生
活
環
境
に
悪
影
響
を
及
ぼ
さ
な
い

よ
う
、
適
切
に
管
理
す
る
責
務
が
あ
り
ま
す
。

空
家
等
を
定
期
的
に
確
認
し
、
適
切
な
管
理
を

お
願
い
し
ま
す
。

　
空
家
等
の
増
加
は
地
域
全
体
に
影
響
す
る
問

題
で
す
。
市
、
所
有
者
、
地
域
住
民
、
自
治
会
、

事
業
者
等
が
協
働
し
、
空
家
等
の
適
切
な
管
理
、

有
効
活
用
に
取
り
組
む
こ
と
が
必
要
と
な
り
ま

す
の
で
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

 

条
例
の
主
な
内
容

 

協
働
に
よ
り
対
策
を
推
進
し
ま
す

 
空
家
等
の
所
有
者
、管
理
者
の
み
な
さ
ま
へ

適切に管理されていない
空家等から生じる問題

そのまま放置すれば倒壊または飛散等する可
能性があり危険

ごみの放置、不法投棄などによる悪臭やネズミ、
害虫等が発生し、環境衛生面で有害

繁茂した草木が近隣の道路等にはみ出し、通行
を妨げていたり、住み着いた動物等の鳴き声や
ふん尿により周囲に悪影響を与えている

屋根や外壁が落書きなどで汚れ傷んだまま放
置され、地域の景観を悪くしている

門扉が施錠されていない、窓ガラスが割れてい
るなど、不特定の人が安易に侵入でき、不審者
の侵入や放火による火災等の問題が生じるお
それがある

保安上の問題1

環境衛生上の問題2

草木や動物等による問題4

景観上の問題3

防犯上の問題5


